
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～牛飼いの皆さまへ～ 

牛への鳥獣被害を防ぎましょう！ 



 

 

県内の野生鳥獣による農作物被害金額は、１億７千万円(H28)にものぼって

います。被害の内、全体の 6 割がイノシシ 1.5 割がカラス  1 割が中

型哺乳類 となっています。県全体でみるとイノシシによる被害が最も大

きくなっていますが、地域によっては、ニホンザル やカモ による大きな

被害も発生しています。 

 そのような中、牛舎は、野生鳥獣にとって、おいしい餌が常にあり、また、

暑さや寒さを防げる非常に都合の良い場所となっています。このため、皆さ

まが知らないうちに、野生鳥獣が飼料を盗食し、さらに、病原菌を振りまい

ているかもしれません。 

もし、「餌はよく食べているようだが、牛があまり太らないなー」「きちん

と掃除をしているのに、牛が病気にかかりやすいなー」なんてことがありま

したら、野生鳥獣が原因かもしれません。 

牛飼いの皆さまにおかれては、野生鳥獣による牛への被害やその対策につ

いて、今後、ぜひとも意識していただきたいと思っていますので、よろしく

お願いします。 

 

 

 

 

はじめに 
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野生鳥獣による牛への被害について 

牛に被害を与える野生鳥獣としては、特に、カラス、中型哺乳類、イノシ

シが挙げられます。 

それぞれの主だった被害は、下記のようなものがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・突くことによる牛の損傷 
・飼料の盗食 
・糞やウォーターカップでの水浴び等による 
牛舎内汚染 
・ラップサイレージ等の損傷 など 

 

・飼料の盗食 
・糞等による牛舎内汚染 
・牛舎内での繁殖 など 

 
・飼料の盗食 
・糞等による牛舎内汚染 
・飼料作物圃場への被害 など 

カラス 

イノシシ 

中型哺乳類 
（タヌキ、アライグマ、アナグマなど）
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 次ページに、牛に対する実際の被害例を載せています。 

被害例 

① カラスによる被害 

 

 

 

肥育牛の損傷 
（腰を突かれて、肉がえぐれています。） 

乳牛の損傷 
（乳房の乳静脈を突かれて、大量に出血しています。

カラスは、牛を出血させ、その血液を飲むとのことで

す。） 
写真・被害状況の提供：たむら牧場（北海道紋別市） 

飼料の盗食及び糞による牛舎内の汚染 
（糞中の病原菌により、牛が病気になるこ 
とも考えられます。） 

ラップサイレージ等の損傷 
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② 中型哺乳類（タヌキ）による被害 

 

 

 

 

 

③ イノシシによる被害 

 

 

 

 

 

 

 

疥癬
かいせん

症にかかったタヌキ 
※このようなタヌキが牛舎に侵入すると、獣畜

及び人畜共通の病気を媒介することも考えられ

ます。 

タヌキによる飼料の盗食及び牛舎内の汚染 

飼料の盗食及び牛舎内の汚染 
※イノシシにより、病気が伝搬されることも 
考えられます。 

４



被害対策について 

〇防 護 

これらの鳥獣が牛舎内に侵入しないように、物理的に防ぐことが最も効果

的です。カラスには防鳥ネットなど、中型哺乳類には電牧線など、イノシシ

にはワイヤーメッシュや電牧線などで侵入を防ぎます。 

 次ページのとおり、県内には既に対策を実施されている方もおられます。

それらの対策をご参考にされるのが良いと思われますので、関係機関などに

ご相談をお願いします。 

 なお、要件を満たせば、事業による補助が可能となる場合もありますので、

このことについても、関係機関などにご相談をお願いします。 

 

〇捕 獲 

  野生鳥獣は、大前提として、「鳥獣保護管理法」により、捕獲が禁止されて

います。ただし、同法において捕獲が認められている場合があり、それは「狩

猟」と「許可捕獲」です。 

 「許可捕獲」の中には、野生鳥獣による農林水産業や生活環境の被害防止

のための「有害捕獲」があり、中型哺乳類などの捕獲であれば、要件を満た

せば、狩猟免許は不要です。この「有害捕獲」の許可者は市町長となってい

ますので、お住まいの市町にご相談をお願いします。 
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対策例 

① カラス対策（防鳥ネット） 

 

 

 

② イノシシ及び中型哺乳類対策（ワイヤーメッシュ＋電牧線の複合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牛の巻き込み防止に支柱等を設置。 ハトメ加工。 

ワイヤーメッシュの上部に電牧線を設置。 
（イノシシをワイヤーメッシュで防ぎ、中型哺乳類については、ワイヤーメッシュを登って 
きたところを電牧線で防ぐ。） 

開閉部にはゴルフネットを利用し、

開閉を容易に。 

電牧線

ワイヤーメッシュ
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【お問い合わせ先】 

○佐賀県農林水産部生産者支援課  
〒840-8570 佐賀市城内 1-1-59  TEL：0952-25-7113 FAX：0952-25-7271 

〇佐賀中部農林事務所 
〒849-0925 佐賀市八丁綴町 8-1  TEL：0952-31-3282 FAX：0952-33-4579 

〇佐城農業改良普及センター 
〒840-2205 佐賀市川副町南里 1088  TEL：0952-45-8888 FAX：0952-45-8880 

〇佐城農業改良普及センター北部振興担当 
〒842-0301 佐賀市三瀬村三瀬 2959-1 TEL：0952-56-2311 FAX：0952-56-2846 

〇東部農林事務所 
〒842-0007 神埼市神埼町鶴 3456-5  TEL：0952-55-9761 FAX：0952-53-0335 

〇三神農業改良普及センター 
〒849-0123 上峰町坊所 112-1  TEL：0952-52-1231 FAX：0952-52-1478 

〇唐津農林事務所 
〒847-0861 唐津市二夕子 3-1-5  TEL：0955-73-9347 FAX：0955-75-0578 

〇東松浦農業改良普及センター 
〒847-0861 唐津市二夕子 3-1-5  TEL：0955-73-1121 FAX：0955-74-7975 

〇東松浦農業改良普及センター上場振興担当 
〒847-0326 唐津市鎮西町早田 1471-6 TEL：0955-82-2711 FAX：0955-82-1911 

〇伊万里農林事務所 
〒848-0041 伊万里市新天町 122-4  TEL：0955-23-5171 FAX：0955-23-0057 

〇西松浦農業改良普及センター 
〒848-0041 伊万里市新天町 122-4  TEL：0955-23-5128 FAX：0955-23-5138 

〇杵藤農林事務所 
〒849-1312 鹿島市納富分 2643-1  TEL：0954-63-5115 FAX：0954-62-5159 

〇杵島農業改良普及センター 
〒849-1111 白石町東郷 2546-2  TEL：0952-84-3625 FAX：0952-84-6425 

〇藤津農業改良普及センター 
〒849-1312 鹿島市納富分 2643-1  TEL：0954-62-5221 FAX：0954-62-4181 

 〇農業技術防除センター 
〒840-2205 佐賀市川副町南里 1088  TEL：0952-45-5297 FAX：0952-45-5085 

 

 

 

～牛飼いの皆さまへ～ 

牛への鳥獣被害を防ぎましょう！ 
作成：佐賀県農林水産部生産者支援課 
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